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１ 交通栄誉章「緑十字銀章」(交通安全功労)の受賞 

～ 常任理事の金武幹生さん(椿支部)が受賞されました。 ～  
 金武さんは、去る１月１７日(水)、東京・文京シビックホール大ホー

ルで開催された第６４回交通安全国民運動中央大会の席上におい

て表彰されました。 

 全国では４００人が、県内では９人が受賞されました。 

 金武さんは、昭和５８年４月に鈴鹿地区交通安全協会椿支部委員 

となり、平成２３年４月に支部長及び理事に、また平成２７年４月か

らは、常任理事として要職に就かれ、地域の交通安全思想の普及

活動に尽力されるとともに、当地区協会の運営にも大いに貢献され

たことが受賞につながりました。 

 右の写真は、前記中央大会会場前で撮影されたものです。  
  

2 高齢者サロンにおける交通安全教室の開催(鈴峰支部) 
   １月１８日(木)１０：００～伊船新田公民館において、鈴峰支部村山支部長・高野副支部長ら

による高齢者を対象とした交通安全教室が開催され、地域の高齢者２５人が参加しました。 

令和５年中の交通事故情勢を説明したのち、依然として高齢者の道路歩行・横断中の死亡

事故が多いこと、高齢者が死亡事故の第一当事者となってしまう割合が高くなっていること等

について注意喚起しました。 

 

  
 

３ 県事務局からのワンポイントアドバイス 

 

事業所の飲酒運転根絶
  

令和４年４月１日施行

      ・ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者 

       の酒気帯びの有無を確認すること。 

・ 酒気帯びの有無について記録し、記録を 1年間保存すること。 

令和５年１２月１日施行

・ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行 

うこと。確認は基本的に対面が原則がしｔ 

・ アルコール検知器を常時有効に保持すること。 

 

(一財)三重県交通安全協会：http://www.mie-ankyo.com 三重県警察：http://www.police.pref.mie.jp 
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